


給与振込規程


（目　　的）
第１条　　この規程は、正社員に対する給与を正社員の申し出により、金融機関に振込む方法により支給することについて定める。

（賃金からの控除）
第２条　　振込まれる金額は、給与規程第６条に基づいて所定の手続により控除されたものの残額とする。

（振込金融機関の範囲）
第３条　　振込指定の金融機関は、次のとおりとする。
1.　都市銀行
2.　地方銀行
3.　信用金庫
4.　農業協同組合
5.　労働金庫
6.　ゆうちょ銀行

（振込口座の指定）
第４条　　振込口座の指定は、本人名義の預金口座とする。

（給与支給明細書の交付）
第５条　　給与支給明細書は、給与支給日の前日に交付する。

（振込による給与の受領日）
第６条　　振込による給与の受領日は、給与規程第４条に定める支給日とする。


付　　則

第１条  　この規程は、1995年10月１日から施行する。
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